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税務カレンダー 2月 

C O N T E N T S 
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˙˓ ̍ͧ ͻ̓͘ /P7 

  ᵃa/P2.3/P2.3   

ᴳ ᵃ/P4 

Ԍ Ы Ѐ/P5 

10 日  源泉所得税の納付 

      住民税特別徴収の納付 

28 日 28 年１2月決算法人の確定申告 

28 日 29 年6 月決算法人の中間申告 

 消費税等の年税額が400 万円超の          

 3月、6 月、9 月決算法人3月ごとの中間申告 
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１．個人所得課税   

 28 12 22 ⌐ 29 ⅜ ↕╣╕⇔√⁹ ⅛╠↓─╕╕

≢ ↕╣╢ ┘≤⌂╢ ≢∆⁹ 

 ─ ⅎ │⁸₈ ⅜ ─ ─ →─√╘⁸ ╩ ⇔⌂ↄ≡

╗ ╖╩ ∆╢ ⅛╠ ה ─ ⇔╩ ℮≤≤╙⌐⁸ ─

╩ ∆ ⅛╠ ┘ ─ ⇔╛ ↑

─ ╩ ™⁸№╦∑≡ ─ ─ ╩ ∆╢ ─ ⅛╠ ╩ ℮≤

≤╙⌐⁸ ⅜ ─ ⌐⅔↑╢ ╩ ∆╢↓≤⌂ↄ⁸ ⌂ ⌐╟╡

⌐ ∆╢√╘ ╩ ∆╒⅛⁸ ┼─ ─ ⌐ ╢ ─ ─

╩ ℮₉↓≤≤↕╣╕⇔√⁹ 

 2 ⌐╦√╡⁸ ─ ⌐≈™≡↔ ⇔╕∆⁹ │ ≤ ─ ⌂

⌐≈™≡↔ ⇔╕∆⁹ 

平 成 2 ９ 年 度 税 制 改 正 大 網 ① 
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配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し  

･所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入金額の上限を150 万円（合計所得金額85万円） 

 に引上げ（※）。 

 控除額は逓減し、配偶者の給与収入金額約201 万円（合計所得金額123万円）で消失。 

 （※）控除額等については、所得税の場合のもの。 

･納税者本人に所得制限を導入。給与収入金額1,120万円（合計所得金額900万円）で控除額が逓減 

 を開始し、1,220万円（合計所得金額1,000万円）で消失。 

（注）上記の「給与収入金額」は、所得が給与所得のみである場合の金額。なお、今回の見直しに 

    よる個人住民税の減収額については、全額国費で補填。 

 配偶者の給与収入（合計所得金額） 
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給与 

収入 

（合計

所得 

金額） 

～1,120 

（～900） 
38  
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26 26 24 
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13 12 11 9 7 6 4 2 1 － 
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－ － － － － － － － － － － 

ƿᶂкǑέ֑ǀ 改正後の配偶者控除額・配偶者特別控除額 

30 ─ ⅛╠ ↕╣╢⁹ 
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 ᵃ 

2.資産課税  

項目 積立ＮＩＳＡ ＮＩＳＡ 

対象者 居住者等 20歳以上 

非課税年間投資上限額 40万円 120万円（平成27年分以前は100万円） 

非課期間 投資した年から最長20年間 投資した年から最長5年間 

投資可能期間 平成30年から平成49年 平成26年から平成35年 

非課税対象 公募等株式投資信託 上場株式、上場新株予約権付与社債公募株式投資信託、ＥＴＦ、

ＲＥＩＴなど 

口座の開設と勘定の設定 非課税口座を開設 

累積投資勘定を設定 

非課税口座を開設 

非課税管理勘定を設定 

׳ ˯Ѫ̏ γː γ ˲ Ϣ׳ ˲ ⌠ ˯ᴩˌ̍̐̂˝  h

Ϣ˲ᶲ̎ ˛ϥ ˬˮ̏ Ѹ Нː ḷ˙̐̂˝  h

γ ː ϳ˛ˣὃḃ˲ ˲ Ϣ׳ ˯ˎ˕̏ ₮ Ы ˲ Нː ḷ˙̐̂˝  h

積立ＮＩＳＡの創設   

･積立・分散投資に適した一定の投資信託に対して定期かつ継続的な方法で投資を行う 

 「積立ＮＩＳＡ」を創設（年間投資上限額40万円、非課税期間20年。現行のＮＩＳＡとは選択適用）。 

 Ѐ  

類似業種比準方式の見直し  

ԝ⅍ ᴊ  

ΰὃЫ

˲ е

˲ Ѣ

˲ ᴩ 

a. Иᴊ˳3͵ ˲Ḃ ˲ Ѣ˲ˊ˥ ̆лˈ Ѣ  

ᶪ˳ʯb.ᴊ ἁ Ѣ˲ˈ˞̐ˏ̖  

אָ a.bᶬ˷ʯc ˲▒˝̏ Иᴊ 

2年間˲ ἁ Ѣ˲ˈ˞̐ˏ̖  

ᴘḃ

˲ ˛ 
ʽ е ˲ ʾƿ1Ǒ3Ǒ1ǀ 

 

（1：1：1） 
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× 

類似業種 
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＋ 

ѢЫ  

ש  
ѢЫ  

Ѣ Ѣ  

ѢЫ  

 

е  

 

е  

ש  

е  

Ѣ Ѣ  
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5 

× 

大会社 0.7 

中会社 0.6 

小会社 0.5 

非上場株式等の納税猶予制度の見直し  

内容 改正前 改正案 

贈与税納税猶予の

取扱い 

相続時精算課税は適用不可 

（暦年課税の贈与税計算により猶予税額を算定） 

相続時精算課税も適用可 

適用後5年間の雇

用確保要件 

相続開始時または贈与時の常時使用従業員数×

80％以上（1人未満の端数切上） 

【例】従業員数4人の場合   

  4人×80％＝3.2人⇒4人 

相続開始時または贈与時の常時使用従業員数×

80％以上（1人未満の端数切捨） 

【例】従業員数4人の場合  

  4人×80％＝3.2人⇒3人  

※ただし従業員数が1人の場合は1人とする     

贈与者が死亡した

場合の認定相続承

継会社の要件 

①当該会社が中小企業であること 

②当該会社の株式等が非上場株式等に該当する  

 こと 

左記要件を撤廃 

 29 1 1 ⌐ ╙⇔ↄ│ ╕√│ ⌐╟╡ ∆╢ ⌐ ╢ ╕√│

⌐≈™≡ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ─ ╩ ∏╢⁹ 

29 1 1 ─ ⌐╟╡ ⇔√ ─ ⌐ ↕╣╢⁹ 
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雇 用 保 険 適 用 拡 大 に つ い て 

ᴳ ᵃ 

ᴳᵃ   

１．はじめに 

２．適用拡大対象者  

 2016 6 ≢╙ ─ ≤⇔≡⅔ ╠∑⇔╕⇔√⅜⁸ ─ ⅜ ⇔╕⇔√─

≢ ╘≡↔ ™√⇔╕∆⁹ 

 29 1 1 ╟╡65 ─ ╙ ─ ≤⌂╡╕∆─≢ ⇔≡™⅝╕∆⁹ 

５．おわりに 

 ─ ⅜ ─ ─ ≤⇔≡№→╠╣╕∆⅜⁸ ─ ⌐╟╢≤65

─ │10 ─2 ⁸ │5 ⌐╙ ⅎ≡™╢≤↕╣≡™╕∆⁹ 

 65 ≢ ⌐ ↕╣√ ⁸ ─ ≤⌂╠∏ ⅜№╡╕⇔√⅜⁸

⌐╟╡ ↕╣╕⇔√⁹  

 ─ ⌐╟╡⁸ ⅜№╢ │⁸ ⅝╩ ╦⌂ↄ≡│⌂╡╕∑╪─≢⁸ ─

╩ ⇔≡ ⅝╩ ∫≡ ↕™⁹ 

 │65 ⌐ √⌐ ™ ╣╠╣√ │ ─ ≤⌂╡╕∑╪≢⇔√

⅜⁸ │65 ─ ⌐≈™≡╙₈ ₉≤⇔≡ ─ ≤⌂╡

╕∆⁹ 1 ─ ⅜ 20 ≢№╡⁸31 ─ ╖⅜№╢↓≤  

３．雇用保険料について  

４．退職後の給付について  

 4 1 ≢64 ─ │ ⅜ ↕╣≡™╕∆

⁸ ╩ ↄ ⁹ ⌐╟╡ ≤⌂∫√ ⌐≈™≡╙ ⌐

⅜ ↕╣╕∆⁹√∞⇔⁸ ⌐≈™≡│ 31 ╕≢≤⌂╡⁸ 32 4

╩ ∆╢↓≤≤⌂╡╕∆⁹ 

①平成２９年１月１日以降に新たに６５歳以上の労働者を雇用 

 ⇒管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出 

 ＊資格取得日の属する月の翌月１０日までに提出 

②平成２８年１２月末までに６５歳以上の労働者を雇用し、平成２９年１月１日以降も継続して 

 雇用している場合 

 ⇒平成２９年１月１日より適用となりますので、管轄のハローワークに「資格取得届」を提出 

 ＊提出期限の特例があり、平成２９年３月３１日までに提出 

③平成２８年末時点で高年齢継続被保険者（＊）である労働者を平成２９年１月１日以降も継続して 

 雇用している場合 

 ⇒届出は不要です。（高年齢被保険者に自動的に区分変更されます。） 

 ＊６５歳に達した日の前日から引き続き６５歳に達した日以後の日において雇用されている方 

 ≤⇔≡ ⇔ ╩ √⇔√ ⁸ ⌐ ∂≡

⅜ ↕╣╕∆⁹ ≤  

被保険者期間 １年未満 １年以上 

受給日数 基本手当日額の３０日分 基本手当日額の５０日分 

＊基本手当日額は離職前6ヶ月の賃金総額を180で割った額の50～80％（上限6,370円（平成29年7月31日までの額） 
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公益社団・財団法人年度末に向けての注意点 

    

Ԍ ͺ Ы Ѐ 

１．決算見込みを作成する    

 ↄ─ ⁸ ─ │3 ╕≢≤⌂∫≡⅔╡╕∆⁹ ─ ≢│⁸

─ ┘ ⅜⁸ ╩ ↑√ ╛ ⌐ ⇔≡™⌂↑╣┌⌂╡╕

∑╪⁹ ⌐ ⇔≡│3 ╩ ⅞≡⅛╠≢│⁸ ⌐ ⇔≡™⌂⅛∫√ ─ ⅜ ╣

⌂ↄ⌂╡╕∆⁹╕√⁸ √⌂ ─ ╕√│ ─ ⅜ ≢№╢ │⁸

⅜ ⌂↓≤╙№╡╕∆⁹ │⁸ ה ⅜ ⌐ ↑≡ ∆╢ ⌐≈™≡⁸™ↄ

≈⅛ ™√⇔╕⇔√⁹  

Ԍ Ы Ѐ ► ᴎ᷇  

 12 │1 ─ ╩╙≤⌐ ╖╩ ⇔╕∆⁹ ⇔√ ╖⅜

⌐ ∆╢⅛≥℮⅛╩ ⇔⁸ ╩◒ꜞ▪≢⅝⌂™ │⁸ ╩ ⇔╕∆⁹

∕─√╘⁸ ╖╩ ∆╢♃▬Ⱶfi◓│≢⅝╢∞↑ ™ ⅜╟™≢∆⁹12 ─ ⌐1

⁸2 ⁸3 ─ ╖╩ ⅎ≡ ⇔╕∆⅜⁸ ≤⌂╢ ⁸ ≤⌂╢ │╙∟╤╪─

↓≤⁸ ⁸ ╙ ⇔⁸ ≤ ⌐ ⇔╕∆⁹≢⅝╢ ╡ ─ ⌐ ™

≢ ∆═⅝≢∆⁹╕√⁸ ─ ⅜ ⅎ≡⅔╡⁸ ⌐ ≠™≡™╢ │⁸

─ ╩ ⇔ ╩◒ꜞ▪⇔≡™╢⅛╩ ∆═⅝≢∆⁹  

≪公益認定基準に準拠しているかどうかの判定≫ 

①収支相償 各公益目的事業及び公益目的事業全体で収支が0以下であること 

②遊休財産の保有 遊休財産の額が当該年度の公益目的事業費の額を超えていないこと 

③公益目的事業比率が50%以下であること 

2 ．平成29 年4月から新たな事業を行う、既存の事業を廃止する、事業の内容を変更する場合    

 ─ ╡╩ ←√╘⁸ ─ A ⌐≈™≡ ⁸ B

⌐≈™≡ ⁸ C ⌐≈™≡ ⌐ ╩ ⇔≡ ∆═⅝≢∆⁹ ⌐

─ ≢│⁸ ─ ─50%╩ ╣⇔≡™╢ ≤50%╩ ⅎ≡ ╣⇔≡™╢

≤≢│ ⅜ ⌂╢√╘ ⅜ ≢∆⁹  

①新たな事業を行う   ⇒ 変更認定申請 

②既存の事業を廃止する ⇒ 変更認定申請 

③事業内容の変更    ⇒ 変更認定申請又は変更の届出 

 ₈ ₉─ ⅜ ≤⌂╢ │ ≤⌂╡⁸ ⅜ ≤⌂

╠⌂™ │ ─ ≤⌂╡╕∆⁹ ╟╡2017 1 6 ⌐₈

⌐ ╢ ה ●▬♪₉⅜ ↕╣≡⅔╡╕∆⁹ ●▬♪│⁸₈

information ₉─₈ ─ ┼₉⅛╠ ⁸♄►fi꜡⁹∆╕⅝≢⅜♪כ 

○変更認定申請・・・新たな事業の開始前、事業廃止前、事業の変更前に申請・答申を受けなければ 

        いけません。 

○変更の届出 ・・・事業の変更後に届出することで問題ありません。 

 ₈ 29 4 1 ⅛╠ √⌂ ╩ ∆╢≤⅝│⁸ 29 3 ╕≢⌐

─ ╩ ↑⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ ⌐│ 29 ─ ⁸ ╩

⇔⌂↑╣┌™↑⌂™↓≤⅛╠⁸ 29 ─ ⁸ ─ ≤ ≢

│ ─ ╩ ≤⇔≡™╢ │⁸ │ ─ ╩⁸1 │

ↄ≤╙2 ─ ⌐│ ╕⇔⁸ ╩⇔⌂↑╣┌ ⌐ ™╕∑╪⁹ 

 ≤⌂╢⅛ ─ ≤⌂╢⅛│⁸ ⌐│ ─ ⌐ ℮═⅝≢∆⁹╕

√⁸ ╩ ∆╢ │ ─ ─ ⌐ꜟכꜙ☺◔☻╙ ⅝ↄ⅛⅛

╦╢√╘⁸ √⌂ ─ ╛ ⁸ ⅜№╢ │⁸ ╘⌐ ⌐ ⇔ ╘╢═⅝≢

∆⁹ 
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損 保 裁 判 外 紛 争 解 決 手 続 き っ て 何 ？    

̴̪͙͈̳ͥͮ̓͜ 

Ы ͻ Х ӼЀ  

Ｑどんな方法で相談できますか？ 

 Ǒ͎̻̟ͦ͟ͅƿԈỡԏ ǀ 

    ０５７０－０２２８０８ 

 ṲǑˡ̗́ǘǛǩ̶̺ͮͻ˲ ᶺ˯ 

    Ṳ(ϥᴊ˯ ˯˪Ϣ ǀ 

Ｑどのような相談等に対応していますか？ 

  №Ѹ Ԉ ˯ ˝̏˘ ƿ ᵀ  

 Ѹ ͺ Ѹ ˲Ѹ ǀ˯ 

 ⌠ ˛˪ˈ̂˝ʰ̂ˣ ʯ ϣ  

 ˑ⌠ ˳ ₲ ἲ ᾶ ̖ ˛˪ˈ  

 ̏Ѹ Ы ƿ26 ǀ˯ ̍̐̂˝ʰ 

Ｑ保険会社はきちんと対応してくれますか？ 

  ͺ ϣ ˫˳Ѹ Ы ˳ʯ  

 ᶛᴆˬ˛˪ ˑ˯ ˜ˮ˕̐˴ˮ̍ˮ 

 ˈ ᵃːˆ̎̂˝ʰ̂ˣʯ ϣ  

 ˫ ϣ Ῥṓˏ̍ḷ ː ˙̐ˣ 

 ὃḃʯѸ Ы ˳ˡ˲ԝ⅍̖┬ ˝̏˗ 

 ˬˬ˙̐˪ˈ̂˝ʰ 

Ｑ紛争解決委員はどのような人ですか？ 

  ˎ ˪˲ԝ⅍˯ №ש˪˛ Ѫːˮ 

 ˓ʯˏ˨│ ˮ ͺ ̖ ˝̏  

 ᾆʯ ṓʯ₆ ː 

 ϣ Ῥṓˬ˛˪ П˙̐̂˝ʰ 

Ｑ手続の所要期間はどれくらいですか？  

  ϣ ˫˳ʯˎ ˪̖ᶳ˕ˣ 

 ˏ̍ᶛᴆˬ˛˪ǋʹ Иԝ˯ḷ ː 

 ˙̐̂˝ʰ 

おわりに 
 │└≤↔≤≢│№╡╕∑╪⁸™≈

⁸ ⌐⌂╢⅛╦⅛╡╕∑╪⁹ 

 ─ │≥╪⌂ ⌂─?↓╪⌂

⅜ ∫√╪∞↑≥ ⇔√™╪∞↑≥? 

 ∕╪⌂ ╛ ⅜ ╡╕⇔√╠ ∏│Ɽ

꞉כ◖fi◘ꜟ⌐↔ ↕™⁹ 

 ⁸ ⌐╟╢ ╩↔ ─ │

∏⁸ ⌐⅔ ≢↔ ─ ⅔ ⇔ ↕™⁹ 

そんぽＡＤＲセンターの連絡先及び所在地 

 ˡ̗́ǘǛǩ̶̺ͮͻᵢ  

  011- 351- 1031 

 ỳỵ   ּנρᾨᵰᵢǈ ǎΫ ǎ-ǈ 

           ǚǘǩǧ ͎ͦǎ  

 ╙⇔⅔ ⅜ ⌐ ╦╣√ ⁸

∏ ⇔≡™╢ ╛ ⌐↔ ∆╢

≤ ™╕∆⁹∕─ ⁸ ─ ⌐

≢⅝⌂™ ╛ ─ ⌐╟╢ ⅜

⇔ↄ ≢№╢ ⌐⁸ ⌐ ∫≡⁸

⁸ ⌂ ⅛╠ ╩ ⇔⁸

≤─ ⇔ ™⌐╟╢ ⌐ ™≡ↄ╣╢

≤⇔≡⁸₈∕╪╔ ☿fi♃₉כ⅜№╡╕

∆─≢↔ ⇔╕∆⁹ 

（1）相談の場合の流れ 

│ ˲ ṓˏ̍   

̈ᴬ ̖ᶳ˕̏       
˝̏        解決        

（３）紛争になった場合 

（２）苦情の場合の流れ 

ˡ̗́ǘǛǩ̶̺ͮͻˏ̍ 

Ѹ Ы ˯ ˛ Ѡ ˝̏      

̖  

Эˌ̏       

Ѹ Ы ˬ ˛ḃˈ     解決        

ḷ ̖ ˛   

ϣ Ῥṓː       

ǘǛǩ̶̺ͮͻ 

ש ԝ̖ᶳ˕̏      
̖ц       ̏˝ו

ϣ Ῥṓ 

̖ П˝̏      

Ѹ Ы ˲χ ˯ 

̖ ˽̏      

解決̂ˣ˳不調      

 ≢─ ⌐ ה╪∑∫№⁸╢╦ ה

⌂≥─ ─ ⌐ ≠ↄ ≢

∆⁹ ⌐ ═⁸ ⅝ ה ⅜ ה™

ה ⌂ ─ ≢∆ ╛ ה

⅝⌐⅛⅛╢ │ ≢∆⁹ 

ȣ Ѻ ͺϵ ͺⅎ ˮ ˲ᶲ  

 ˳ˎ₳ ˲  
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さ く ら レ ポ ー ト 

˙˓̍ͧ͘ͻ̓ 

２．2017 年1月よりさくらリゾートホテル石垣が正式オープン致しました。   

 12/ 6( ) 14 00 15 30⌐  

6 ⌐≡↕ↄ╠☿Ⱶ♫כ╩ ⇔

ⱴ│「年末調整等におけるマכ♥⁹√⇔╕

イナンバーの実務対応」≢∆⁹ 

 ☿Ⱶ♫כ │ ─ ⅜

≢ ∫≡⅔╡╕∆⁹ 

 ─ │26 ⁸ │29

≤⌂╡╕⇔√⁹ ─↔ №╡⅜≤℮

↔↨™╕⇔√⁹ 

 ─ │4 ⌐ 29 ☿

Ⱶ♫כ╩ ⇔≡⅔╡╕∆⁹ ⅜ ╕

╡ ↔ ⇔╕∆⁹ 

１．さくらセミナーを開催致しました。 

３．新年会を行いました。 

 1 4 ⌐ ─ ⁸ ╩ ™╕⇔√⁹ │

╩ ╘75 ≤⌂╡╕⇔√⁹ 

 ─ ─ │ ≢∆⁹ ≢│ ⁸ ⌐ ─ ─ ╛

╩ⱴכ♥ ⇔ ⅜ ⇔≡™╕∆⁹ ὂῬṓЫ  

ⅎ  

ⅎ Ԉ  

ⅎ 2

ȕ4 ᴊ 

ⅎ 5

ȕ7 ᴊ 

ⅎ 8

ȕ21 ᴊ 

100 ％ 60 ％ 30 ％ 10％ 

ʽ˘ ʾ 

ȣỰ ͺ ͺ ˲ᴊ ˳ˎΪЀ 1,000֑( )ὦˬˮ̎̂˝ʰ 

ȣ ͺ Ῠ(12/30ȕ1/3)̯ͻ̡̞ͦ͂ͮͻ̪ƿ4/28ȕ5/3)ͺˎ ̲ͻ̵ͮᶬ˷7ȕ8 ˳ 

ק  ˬˮ̎̂˝˲˫ˎṲˈḃ̓˟˓ˤ˙ˈʰ 

ȣˎ ̃ˈˣˤˈˣⅎ ˲ˎᶲ ˳ʯ 

 ˘ ˈˣˤˈˣ ˯̌̎᷈ ˲ ˯̌̏ 

 ̶̨ͮͦ͞ ̖ ˛ᶳ˕̂˝ʰ 

ȣЎ˯̆ͨ͐̓Аǘ̺̟͒ʯͨ͐̓АǙ̺̟͒ ̆ˆ̎̂˝˲˫ ˳ ᾨ ὂ̰ͻ̴͎ᶀḇ  

 ḃ(011- 242- 4006)ʯ̴̣ͺ̟͋ͺ̴̣ϥ ᶀḇ ḃ(011- 223- 1460)ʯ˙˓̹̍ͥͻ͖̓́ͦ  

 Ἐ(0980- 87- 6015)̂ ˫ˎṲˈḃ̓˟α˙ˈʰ 

 ─ ╩↔ ⇔

╕∆⁹ 

1 ש˘˲╫ Ѐ ˬ   

1Ḉ  2Ḉ  3Ḉ  

ἲ  

ʽ ḃṓʾ 

22,000֑ 

ʽ7,800֑ʾ 

14,000֑ń2Ḉ 

ʽ4,800֑ń2Ḉʾ 

14,000֑ń2Ḉ 

ʽ4,800֑ń2Ḉʾ 

͔̾̈́ 

(1Ḉ ̂˫)  

ʽ ḃṓʾ 

  
4,000֑ 

ʽ2,500֑ʾ 

ḃ  

ʽ ḃṓʾ 

22,000 円 

【7,800 円】 

28,000 円 

【9, ６00 円】 

32,000 円 

【12,100 円】 

    Ａタイプ 8₵ 

ƿˎ ╫ 32Χǆ̮͋ͦ͆ͻ 6Χǀ   Ϊ Аˑ ƿ ǀ 
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ǀǜǖȐɜɋȶɟɱɆȮɩɶɕǁ 

╛ ̝  Ẕ ӣ ȱ ɱ ȳ ɩ 

⇔ ԍ Ὂ Ṳ ˗ ҵ  

ҥ ϐ ͪ ˗ ҵ ֻ Ẕ ҥ ҵ Ӳ ̝ 

╛ ̝  ǜ ǖ Ȑ ֻ ȹ ɱ Ƚ ɶ   

Ṳ ˲  ǜ ǖ Ȑ ֻ ̝  

Ȧ ȷ Ɏ Ȣ Ȧ ȷ ˗ Ӳ ֿ  ֻ

Ẕ Ḹ ȳ ɶ ɑ ȷ Ӳ ֿ ֻ 

╛ ̝  Ȧ ȷ Ȧ ɞ ȵ ɶ 

̝ ₨ ɑ ȶ ɋ ȷ Ȧ ɶ ȶ ȥ ɱ Ɇ 

╛ ̝  ɏ ɭ ɶ ȱ ɱ ȳ ɩ 

₳ ⃰ Џ ̝ Ṳ ˗ ҵ  

ʝ ᶧ ˲ Ẕ ȹ ɱ Ƚ ɶ 

 

ǜǖȐɜɋȶɟɱɆȮɩɶɕ 

Ṳ ˲ǜǖȐ ֻ̝  ⅎḸỖᴣ̝ 

ǂ060-0054 Ӕ ₨⁸ʴẔӢӳ4 4ʞ 2 ᷂1   ǜǖȐ ֻ̝ ɑɩ 

ǄTELǅ011-271-1417 ǄFAXǅ011-221-5948 ǄURLǅhttp://www.dao.or.jp  

      

平成27 年分の相続税の申告状況について 
 ⅜ 27 27 1 1 27 12 31 ⌐ ↄ⌂╠╣√ ⅛╠⁸ ╛

⌐╟╡ ╩ ⇔√ ⌐≈™≡─ ─ ─ ⌐≈™≡ ⇔╕⇔√⁹ 

 27 ─ ≤™ⅎ┌⁸ 25 ⌐╟╡ ⅜5 1 ×

─ ∞∫√─⅜⁸3千万円＋6 百万円×法定相続人の人数と6 割に縮小された年であり、

相続税の申告が必要になる方が大幅に増加される見込みとなっておりました⅜⁸ │ ─ ╡

≤⌂∫≡⅔╡╕∆⁹ 

 ɒ └  

１．被相続人数等    

 ①亡くなられた方（被相続人数）        

    ǉǎ ȟ ǈǉǐέЀ   ǉǍ ȟ ǈǉǎέЀ       

 ②相続税の課税対象となった被相続人数 

    ǉǎ ȟ ǈǇέǊᵵЀ== ǉǍ ȟ ǌέǍᵵЀ       

 ③課税割合              

  ǉǎ ȟǏǅǇƼ======== ǉǍ ȟǋǅǋƼ     

２．課税価格      

 ①課税価格の合計           

  ǉǎ ȟǈǋӷǌǃǌǌǋӡ֑= ǉǍ ȟǈǈӷǋǃǎǍǍӡ֑    

 ②被相続人１人あたりの課税価格    

    ǉǎ ȟǈӡǋǃǈǉǍέ֑    ǉǍ ȟǉӡǋǇǎέ֑      

３．税額       

 ①税額の合計 

  ǉǎ ȟǈӷǏǃǈǈǍӡ֑=== ǉǍ ȟǈӷǊǃǐǇǏӡ֑ 

 ②被相続人１人あたりの税額 

    ǉǎ ȟǈǃǎǌǏέ֑========= ǉǍ ȟǉǃǋǎǊέ֑ 

 ─ ⌐╟╡⁸ ─ ⅜ ≤⌂∫√ ─ ⅜ ⇔≡™╢ ≢⁸1

√╡─ │ ⇔≡™╢↓≤⅛╠⁸ ╟╡╙ ⅜ ⌂™ ≢╙ ≤⌂∫≡

™╢↓≤⅜╦⅛╡╕∆⁹      

 ─ ⅜ ⅜∫≡™╢↓≤⅛╠⁸↔ ─ ╩ ⇔⁸ ⌐≈™≡ ╩

℮ ⅜№╢─⅛╙⇔╣╕∑╪⁹ 


